
 

宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱に係る事務処理要領 

 

第１ 目的 

この要領は、宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱(以下「要綱」という。)の事務処理

に関し必要な事項を定める。 

 

第２ 登録名簿及び登録証 

要綱第３第１項の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士名簿の様式は、様式第１号に

よるものとし、第３第２項の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士登録証の様式は、様

式第２号によるものとする。 

 

第３ 応急危険度判定士の登録申請 

要綱第３第１項の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士登録申請書の様式は、様式第

３号によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

１ 顔写真２枚 登録の申請の前６か月以内に撮影したもので、無帽、正面、上半身、無背景

のもの。大きさは、縦３センチメートル、横２.４センチメートル。写真の裏面に氏名を記

入すること。 

２ 建築士免許証の写し。ただし、更新申請の場合は不要 

３ 他の都道府県で登録又は認定を受けている応急危険度判定士は、それを証する書類の写し 

４ その他、知事が必要と認める書類 

 

第３の２ 建築士以外で知事が認める者 

要綱第３第１項の規定によるその他知事が認める者は、次の各号に掲げる者とする。 

１ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の５８第１項による建築基準適合判定

資格者 

２ 建築基準法第１２条第１項による特定建築物調査員 

３ 建築士試験に合格している者 

４ 官公庁で建築行政に関する実務の経験年数が３年以上の者 

 

第４ 登録更新の申請 

要綱第３第４項の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士の登録更新の申請は、第３の

規定を準用する。 

 

第５ 登録事項変更の届出 

要綱第５の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士登録事項変更届出の様式は、様式第

４号によるものとする。 

  



 

第６ 登録の取消しの申請 

要綱第６第１項第２号の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士登録抹消申請書の様

式は、様式第５号によるものとする。 

 

第７ 再交付の申請 

要綱第７の規定による宮城県被災建築物応急危険度判定士登録証再交付申請書の様式は、様式

第６号によるものとし、汚損した場合にあってはその登録証を添付するものとする。 

 

第８ 名簿の保管等 

要綱に係る事務処理及び宮城県被災建築物応急危険度判定士登録名簿の保管は、土木部建築宅

地課において行う。 

 

附 則 

この要領は、平成９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成１７年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２８年１０月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の

規定によるものとみなす。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年９月１３日から施行する。 

（経過措置） 



 

２ 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の

規定によるものとみなす。 

 


